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平成３１年（ワ）第２６７号 損害賠償請求事件 

原 告  原告番号１ないし６ 

被 告  国 

第 ８ 準 備 書 面 

（情勢に関する主張書面-４） 

２０２０年５月２９日 

札幌地方裁判所民事第２部合議係 御中 

原告ら訴訟代理人  弁護士  加 藤 丈 晴 

同  弁護士  綱 森 史 泰 

同   弁護士  須 田 布 美 子 

同  弁護士  皆 川 洋 美 

同  弁護士  上 田 文 雄 

同  弁護士  林 拓 哉 

同  弁護士  髙 橋 友 佑 

【リンクはご自由にお貼りください】
【有償配布 及び Web（ホームページ、ブログ、facebook等）へのアップロードや転載はおやめください】
・「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟（札幌地裁）・第５回期日（20200601）で提出された書面です。 
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原告らは，訴状第７項２（本件規定の違憲性が明白であること）において，国内

外の諸事情・動向を挙げて「法律上同性の者との婚姻を認めない現行法上の規定が

憲法２４条１項及び同１４条１項違反であることは，遅くとも，原告らが日本にお

いて婚姻届を提出したときよりも相当前の時点において，国会にとって明白になっ

ていた」と述べた（訴状５９頁）。こうした諸事情・動向は更に進展の勢いを増し

ているので，同性婚及びこれに類似する制度の導入に関する様々な最近の取組みや

社会の変化等について，以下のとおり，主張立証の補充を行う。 

第１． パートナーシップ制度の拡がり 

2019 年 9 月 30 日付原告ら第３準備書面を提出した後も，日本各地でパート

ナーシップ制度は益々拡がりを見せている。 

2019 年 10 月には兵庫県三田市（甲Ａ２７１），同年 11 月には大阪府交野市

（甲Ａ２７２），同年 12 月には神奈川県横浜市（甲Ａ２７３）及び鎌倉市（甲Ａ

２７４）並びに大阪府大東市（甲Ａ２７５）で開始された。 

2020 年に入っても勢いは止まらず，2020 年 1 月には香川県三豊市（甲Ａ２７

６），兵庫県尼崎市（甲Ａ２７７）だけでなく，都道府県としては２例目となる大

阪府（甲Ａ２７８）でも開始された。 

2020 年 4 月から開始する自治体は，埼玉県さいたま市（甲Ａ２７９），東京都

港区（甲Ａ２８０）及び文京区（甲Ａ２８１），神奈川県逗子市（甲Ａ２８２）及

び相模原市（甲Ａ２８３），新潟県新潟市（甲Ａ２８４），静岡県浜松市（甲Ａ２

８５），奈良県大和郡山市（甲Ａ２８６）及び奈良市（甲Ａ２８７），徳島県徳島

市（甲Ａ２８８），香川県高松市（甲Ａ２８９），福岡県古賀市（甲Ａ２９０），宮

崎県木城町（甲Ａ２９１）となった上，同年 5 月にはさらに愛知県豊明市（甲Ａ

２９２）でも開始された。 

すでに人口カバー率は２５％を超え，同性カップルの関係承認に向けた国民の

理解と受容が，さらに拡がっていることを明らかに示している。 
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第２． 国内判決 

  原告らは，第３準備書面において，宇都宮地方裁判所真岡支部が同性カップル

を内縁に準じた関係と認定し，いわゆる不貞慰謝料の請求を認容する判決を言い

渡したことを報告した。原審被告は，この判決を不服として東京高等裁判所に控

訴したが，同裁判所は令和２年３月４日，控訴を棄却した。同性カップルの関係

を法的保護の対象とする判断は，控訴審でも維持されたのである（甲Ａ２９３）。 

第３． 国外の状況 

１． 北アイルランド控訴審判決 

英国・北アイルランドでは，2020 年 1 月から同性間の婚姻が法制化されて

いるが，それ以前に同性婚が認められないことが不当だとして同性パートナー

シップ登録していたカップルが訴えていた裁判において，2020 年 4 月 7 日，

北アイルランド控訴審（日本の最高裁に相当）は，同性婚を認めていなかった

かつての法制度は同性カップルに対する差別であり，正当化しえないという判

決を言い渡した旨報道されている（甲Ａ２９４）。 

２． コスタリカ共和国 

コスタリカでは，2020 年 5 月 26 日から，同性カップルの婚姻を法制度化し

た。中央アメリカでは初となる同性婚の実現に向けて，すでに５４組のカップ

ルが婚姻の申込をし，承認を待っている旨報道されている（甲Ａ２９５）。 

以上 


